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(57)【要約】
【課題】　照明装置が工具から取り外された場合には、
照明装置の照明が消灯し、照明装置が工具に取り付けら
れた場合には、照明装置の照明を操作手段に基づいて点
消灯させること。
【解決手段】　本発明に係る照明装置３０は、建築用の
駆動工具に対して着脱可能に設置されている。照明装置
３０は、照明光を発する照明手段５１と、照明手段５１
に対して電力を供給する電源手段５０と、照明手段５１
に対する点消灯操作を行うための操作手段４７と、駆動
工具に対する着脱状態を検出する着脱検出手段４３と、
操作手段４７により点灯操作がなされ、かつ、着脱検出
手段４３により駆動工具に取り付けられた状態を検出し
た場合に、照明手段５１の点灯処理を行う照明制御手段
５２とを備えている。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築用の駆動工具に対して着脱可能に設置される照明装置であって、
　照明光を発する照明手段と、
　該照明手段に対して電力を供給する電源手段と、
　前記照明手段に対する点消灯操作を行うための操作手段と、
　前記駆動工具に対する着脱状態を検出する着脱検出手段と、
　前記操作手段により点灯操作がなされ、かつ、前記着脱検出手段により前記駆動工具に
取り付けられた状態を検出した場合に、前記照明手段の点灯処理を行う照明制御手段と
　を備えることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記駆動工具に取り付けられた状態において係合される係合手段を有し、
　前記着脱検出手段は、前記係合手段の係合状態に基づいて前記駆動工具に対する着脱状
態を検出すること
　を特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記照明手段と前記電源手段と前記着脱検出手段と前記照明制御手段とを収納する筐体
ケースを有し、
　該筐体ケースの外面に弾性部材が設けられること
　を特徴とする請求項１または請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の照明装置を備える建築用の駆動工具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、工具先端部等に対して照明光を照射することが可能な照明装置およびその照
明装置を備える建築用の駆動工具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建築現場において建築用の駆動工具を用いて作業を行う場合、作業を行う環境は必ずし
も十分な照明が確保されているとは限られず、例えば夕暮れ時や夜間等に作業を行う場合
や、照明が設置されていない建物内部、天井裏、建物地下などにおいて作業を行う場合も
多い。
【０００３】
　このように暗い作業現場では、ランタン等の照明を設置した上で作業を行うことが多い
が、建材に釘やネジ等を設置する作業を行う場合には、照明を設置した場合であっても、
釘やネジ等の消耗品が比較的小さくて視認しにくいため、作業が行いにくいという問題が
あった。
【０００４】
　このような視認性の低下を克服するために、エアインパクトドライバ等の建築用の駆動
工具に対して照明装置を着脱自在に設置する方法が提案されている（例えば、特許文献１
参照）。特許文献１に示される照明装置は、駆動工具の側方に設置されるフックに対して
着脱可能に設置されるものであり、照明光源を工具前方方向へと向けて照明装置を取り付
けることによって、工具のビット等の作業対象周辺を照明することが可能となっている。
【０００５】
　また、特許文献１に示される照明装置は、特別な工具を用いることなく簡単に照明装置
を着脱することができるため、照明が不要な場合には照明装置を取り外しておくことがで
きる。
【特許文献１】特開２００６－３２０９７７号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、照明装置を簡単に取り外すことができることから、照明を切り忘れたま
ま照明装置を取り外してしまい、照明の継続点灯による不要な電力消費を招いてしまうお
それがあった。
【０００７】
　また照明を消灯させた状態で照明装置を取り外した場合であっても、取り外した照明装
置が周囲の物などに接触してしまい、不用意に照明が点灯された状態で放置されるおそれ
もあった。
【０００８】
　さらに、作業中に照明装置がフックから落下したり、建材等に接触してしまった場合に
、照明装置が破損・損傷するおそれがあった。また接触した建材等にキズ等が生じるおそ
れもあった。
【０００９】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、照明装置が工具から取り外された場合
には、照明装置の照明が消灯し、照明装置が工具に取り付けられた場合には、照明装置の
照明を操作手段に基づいて点消灯させることが可能な照明装置を提供することを課題とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明に係る照明装置は、建築用の駆動工具に対して着脱
可能に設置される照明装置であって、照明光を発する照明手段と、該照明手段に対して電
力を供給する電源手段と、前記照明手段に対する点消灯操作を行うための操作手段と、前
記駆動工具に対する着脱状態を検出する着脱検出手段と、前記操作手段により点灯操作が
なされ、かつ、前記着脱検出手段により前記駆動工具に取り付けられた状態を検出した場
合に、前記照明手段の点灯処理を行う照明制御手段とを備えることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る照明装置によれば、操作手段により点灯操作がなされ、かつ、着脱検出手
段により駆動工具に取り付けられた状態を検出した場合に、照明制御手段が照明手段の点
灯処理を行うので、例えば、操作手段により点灯操作が行われている場合であっても、駆
動工具に対して照明装置が取り外されている場合には、照明手段の点灯処理が行われない
。
【００１２】
　従って、作業者が操作手段による消灯操作を行うことを忘れてしまった場合であっても
、照明装置を駆動工具から取り外すことによって照明手段の消灯処理が行われるので、照
明の継続点灯による不要な電力消費を防止・抑制することが可能となる。また、同様に、
駆動工具から取り外された照明装置が意図せずに操作手段によって点灯操作されてしまっ
た場合であっても、照明装置が駆動工具から取り外されているため照明手段の点灯処理が
行われることが無く、不要な電力消費を防止・抑制することが可能となる。
【００１３】
　また、上述した照明装置は、前記駆動工具に取り付けられた状況において係合される係
合手段を有し、前記着脱検出手段は、前記係合手段の係合状態に基づいて前記駆動工具に
対する着脱状態を検出するものであってもよい。
【００１４】
　係合手段によって駆動工具に対する着脱状態を検出する構造であるため、構成が簡単に
なると共に、検出の有無を迅速かつ確実に判断することが可能となる。
【００１５】
　さらに、上記照明装置は、前記照明手段と前記電源手段と前記着脱検出手段と前記照明
制御手段とを収納する筐体ケースを有し、該筐体ケースの外面に弾性部材が設けられるも
のであってもよい。
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【００１６】
　このように、ケースの外面に弾性部材が設けられている場合には、作業中に照明装置が
駆動工具から落下したり、建材等に接触してしまった場合であっても、照明装置が破損・
損傷する可能性を低減させることができる。また、建材等に照明装置が接触してしまった
場合であっても、建材に対する衝撃を弾性部材によって緩和することができるので、キズ
等が生じることを防止することが可能となる。
【００１７】
　一方で、本発明に係る建築用の駆動工具は、上述した照明装置を備えることを特徴とす
る。
【００１８】
　本発明に係る建築用の駆動工具は、上述した照明装置を備えるため、操作手段により点
灯操作がなされ、かつ、着脱検出手段により駆動工具に取り付けられた状態を検出した場
合に、照明手段の点灯処理が行われる。このため、作業者が操作手段による消灯操作を行
うことを忘れてしまった場合であっても、照明装置を駆動工具から取り外すことによって
照明手段の消灯処理が行われるので、照明の継続点灯による不要な電力消費を防止・抑制
することが可能となる。また、同様に、駆動工具から取り外された照明装置が意図せずに
操作手段によって点灯操作されてしまった場合であっても、照明装置が駆動工具から取り
外されているため照明手段の点灯処理が行われることが無く、不要な電力消費を防止・抑
制することが可能となる。
【００１９】
　なお、ここで意味する建築用の駆動工具とは、工具先端に設置されるビットを回転駆動
等させる構造を備えた工具を意味しており、電動で駆動されるものであっても、圧縮空気
を利用して駆動されるものであってもよく、締め付け工具、打ち込み工具、孔開け工具等
の各種工具を含むものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明に係る照明装置および建築用の駆動工具によれば、操作手段により点灯操作がな
され、かつ、着脱検出手段により駆動工具に取り付けられた状態を検出した場合に、照明
制御手段が照明手段の点灯処理を行う。このため、照明装置が駆動工具から取り外されて
いる場合には照明手段の点灯処理が行われることが無く、不要な電力消費を防止・抑制す
ることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明に係る建築用の駆動工具について、図面を用いて詳細に説明する。
【００２２】
　図１および図２は、実施の形態に係る建築用の駆動工具の一例であるエアインパクトド
ライバと、エアインパクトドライバに対して着脱自在に設けられる照明装置とを示した外
観図である。
【００２３】
　エアインパクトドライバ１（駆動工具）は、本体部２と、グリップ部３と、エアプラグ
４と、ビットチャック５とによって概略構成されている。
【００２４】
　本体部２およびグリップ部３は、樹脂製のケーシング部材によって一体に形成されてお
り、このケーシング部材は、左右対称を成す一対の半割ケーシングによって構成されてい
る。本体部２の内部には、図示を省略する駆動機構部が内設されており、駆動機構部の駆
動によってドライバビット７に回転駆動力および打撃力を付加することが可能となってい
る。
【００２５】
　グリップ部３は、本体部２の後部より下方へと延伸形成されており、グリップ部３の前
部には、ドライバビット７の回転駆動のオン／オフ操作を行うためのトリガースイッチ９
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と、ドライバビット７の回転方向の切り替えを行うための回転切替スイッチ１０とが設け
られている。作業者は、回転切替スイッチ１０によってドライバビット７の回転方向を決
定した後にトリガースイッチ９をオンすることによって、ドライバビット７を回転駆動さ
せることが可能となる。
【００２６】
　エアプラグ４は、グリップ部３の最下端に設けられている。このエアプラグ４には、図
示を省略したエアコンプレッサに設けられるエアホースを連結することが可能となってお
り、エアコンプレッサより供給される圧縮空気を、エアプラグ４を介してエアインパクト
ドライバ１内に導入することによって、駆動機構部の駆動を行うことが可能となる。
【００２７】
　なお、グリップ部３の最下端であって、エアプラグ４の前寄りの位置には、導入された
圧縮空気の排出を行うためのマフラ１２が設けられている。マフラ１２は略円筒形状を呈
しており、この外周面には排気口１２ａが形成されている。排気口１２ａは、作業状態に
応じて向きを変更することが可能となっており、作業者が、排気口１２ａの向きを調節す
ることによって排気エアの吸引を防ぐことが可能となっている。
【００２８】
　ビットチャック５は、本体部２の先端に設けられている。ビットチャック５はドライバ
ビット７の着脱を行うために設けられており、ビットチャック５を本体部２の前方方向へ
とスライドさせることによってドライバビット７の着脱を行うことが可能である。ビット
チャック５によってドライバビット７を装着することにより、ドライバビット７を駆動機
構部により回転駆動させることが可能となる。
【００２９】
　本体部２の後部（ヘッド部）には、側面に対して上下一対をなす差込孔２０ａ，２０ｂ
が形成されており、この差込孔２０ａ，２０ｂに対してフック２１が着脱可能に取り付け
られている。
【００３０】
　フック２１は、１本の金属製の軸材を中央部でＵ字に折り曲げ、折り曲げられた折曲部
２２より延伸される各軸部２３ａ，２３ｂの間隔Ｒを一対の差込孔２０ａ，２０ｂの間隔
に保ちつつそれぞれ平行に延伸させ、その端部を直角に折り曲げることによって構成され
ている。なお、Ｕ字状を成す折曲部２２は、端部の折り曲げ方向とは反対側（本体部２の
外側方向）へと傾斜されている。
【００３１】
　照明装置３０は、フック２１の平行な２つの軸部２３ａ，２３ｂと略同じ長さを有し、
さらに２つの軸部２３ａ，２３ｂの間隔Ｒよりも僅かに幅広の横幅を備えた長方形状のケ
ース（筐体ケース）３１によって構成されている。
【００３２】
　ケース３１の外表面には弾性部材３２が設けられている。この弾性部材３２は、照明装
置３０に対して建材が接触した場合や照明装置３０が落下してしまった場合等に、ケース
３１に対して加えられる衝撃を吸収・緩和する役割を有している。弾性部材３２は、局部
的に強い衝撃が加えられやすい角部分等に設置されている。
【００３３】
　また、ケース３１の上面３１ａは曲面形状によって構成され、その底面３１ｂには、図
３（ａ）（ｂ）に示すように、フック２１に係合する正面視Ｌ字状の係合脚部３３ａ、３
３ｂが左右側部にそれぞれ設けられている。作業者は、図２に示すように、フック２１の
後方側より係合脚部３３ａ，３３ｂに対して軸部２３ａ，２３ｂを案内することによって
、照明装置３０をフック２１に係合させることができ、簡単に照明装置３０を着脱するこ
とが可能となっている。
【００３４】
　照明装置３０の係合脚部３３ａであって、フック２１の軸部２３ａが案内される凹部内
壁３４ａには、凹部内壁３４ａに対して進退可能に設けられる係合突起（係合手段）３６
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が設置されている。係合突起３６は、図４（ａ）（ｂ）に示すように、先端部３６ａが半
球状に形成された略円柱形状を呈する部材であって、外周面には、付勢バネ３８と係合す
る係合突部３７が２カ所に形成されている。
【００３５】
　係合脚部３３ａには、係合突起３６の先端部３６ａを進退させるための開口部３９が形
成されており、その内部には、開口部３９よりも拡径をなす円筒状空間４０が確保されて
いる。係合突起３６は、開口部３９より先端部３６ａを露出させた状態で円筒状空間４０
内に収納されている。また、円筒状空間４０には、係合突起３６の先端部３６ａを開口部
３９より露出させるための付勢バネ３８が設けられており、付勢バネ３８はその一端を円
筒状空間４０の下部に形成される係合部４１に係合させ、他端を係合突起３６の係合突部
３７に係合された状態で設置されている。
【００３６】
　また、係合突起３６の下端部には、係合突起３６が開口部３９より進退するのに伴って
オン／オフ切り替えが成されるフック用スイッチ（着脱検出手段）４３が設けられている
。このため、係合脚部３３ａの凹部内にフック２１の軸部２３ａが案内されて、軸部２３
ａとの当接により係合突起３６が開口部３９から後退した場合には、図４（ｂ）に示すよ
うに、フック用スイッチ４３がオンに設定され、係合脚部３３ａより軸部２３ａが除かれ
て、開口部３９より係合突起３６の先端部３６ａが突出（前進）した場合には、図４（ａ
）に示すように、フック用スイッチ４３がオフに設定される。
【００３７】
　照明装置３０の上面３１ａには、図１および図２に示すように、照明光源（図６に示す
ＬＥＤ１参照）の点灯を行うためのオンボタン（ＯＮボタン）４５ａと、照明光源の消灯
を行うためのオフボタン（ＯＦＦボタン）４５ｂとが設けられている。このオンボタン４
５ａとオフボタン４５ｂとは、照明光源の点消灯操作を行うための操作スイッチ（図５参
照、操作手段）４７を構成するものであり、オンボタン４５ａが押下されることによって
操作スイッチ４７がオンに設定され、オフボタン４５ｂが押下されることによって操作ス
イッチ４７がオフに設定される。
【００３８】
　また、照明装置３０の上面３１ａには、電池を収納するための電池収納蓋４８が開閉可
能に設けられている。電池収納蓋４８の内部には電池（図６参照、電源手段）５０、例え
ば３ボルトのボタン電池を２個収納することが可能となっており、この電池５０によって
照明光源に照明用の電力を供給することが可能となっている。
【００３９】
　照明装置３０の正面３１ｃには、図２、図３（ａ）に示すように、照明部５１（照明手
段）が設けられている。照明部５１には照明光源を成すＬＥＤ光源（図６のＬＥＤ１）が
設けられており、ＬＥＤ光源（ＬＥＤ１）は、上述した電池５０より電力の供給を受けて
照明光の発光を行うことが可能となっている。ＬＥＤ光源（ＬＥＤ１）の点消灯処理は、
フック用スイッチ４３と操作スイッチ４７との操作状態に応じて行われる。
【００４０】
　図６は、上述したフック用スイッチ４３と、操作スイッチ４７と、照明部５１とを備え
る照明装置３０の回路図を示したものであり、図５は各機能部の関係を示したブロック図
である。
【００４１】
　まず、図６に示した回路には、２個のボタン電池５０が電源として設けられている。電
池５０は、フック用スイッチ４３、操作スイッチ４７、照明部５１にそれぞれ接続されて
いる。
【００４２】
　電池５０が接続されるフック用スイッチ４３の他端には、スイッチ保護用の電流制限抵
抗Ｒ１（１０ｋΩ）が設けられており、さらに、チャタリング防止用の抵抗Ｒ２（１ｋΩ
）とコンデンサＣ１（０．１μＦ）とが設けられている。ここでチャタリングとは、リレ
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ーやスイッチの接点が切り替わった際に、微細で非常に速い機械的振動によって、電気信
号が断続を繰り返す現象である。このため、抵抗Ｒ２とコンデンサＣ１とを設けることに
よって、フック用スイッチ４３のオン／オフ操作時に生じるチャタリング（信号の振れ）
を安定させることが可能となる。
【００４３】
　また、同様に、電池５０が接続される操作スイッチ４７の他端には、スイッチ保護用の
電流制限抵抗Ｒ３（１０ｋΩ）が設けられており、さらに、チャタリング防止用の抵抗Ｒ
４（１ｋΩ）とコンデンサＣ２（０．１μＦ）とが設けられている。フック用スイッチ４
３と同様に、抵抗Ｒ４とコンデンサＣ２とを設けることによって、操作スイッチ４７のオ
ン／オフ操作時に生じるチャタリング（信号の振れ）を安定させることが可能となる。
【００４４】
　フック用スイッチ４３および操作スイッチ４７の端部は、それぞれ論理回路（照明制御
手段）５２に接続されている。論理回路５２は、照明部５１のＬＥＤ光源（ＬＥＤ１）を
点灯させるか否かの条件判断を行う回路であり、
（１）フック用スイッチ４３がオンされて論理回路５２に印加される入力電圧がＨｉ状態
を維持する場合。
（２）操作スイッチ４７がオンされて論理回路５２に印加される入力電圧がＨｉ状態を維
持する場合。
の（１）（２）の両方の条件を満たす場合にのみ、論理回路５２の出力をＨｉの状態に維
持し、照明部５１におけるＬＥＤ光源（ＬＥＤ１）を点灯させる。
【００４５】
　照明部５１は、ＬＥＤ光源を成すＬＥＤ１と、ＬＥＤ光源（ＬＥＤ１）のオン／オフ制
御を行うためのトランジスタＱ１と、トランジスタＱ１の入力電流制限抵抗Ｒ５（１００
ｋΩ）と、プルダウン抵抗Ｒ６（１００ｋΩ）と、トランジスタＱ１の出力電流制限を行
うための抵抗Ｒ７（４．７ｋΩ）とを有している。ここでプルダウン抵抗Ｒ６は、出力が
Ｌｏｗ状態の場合における論理回路５２の電圧を安定させるために設けられる抵抗である
。
【００４６】
　トランジスタＱ１のコレクタには、抵抗Ｒ７を介してＬＥＤ光源（ＬＥＤ１）が設けら
れている。論理回路５２の出力がＨｉに設定されると、ベースがＨｉに維持されるため、
トランジスタＱ１のコレクタからエミッタに対して電流が流れてＬＥＤ光源（ＬＥＤ１）
が点灯され、照明装置３０において照明光が点灯されることとなる。
【００４７】
　本実施の形態に係る照明装置３０では、照明装置３０の係合脚部３３ａ、３３ｂにフッ
ク２１の軸部２３ａ、２３ｂが案内され、係合突起３６が軸部２３ａと当接して開口部３
９より後退することによってフック用スイッチ４３がオンに設定される。この場合には、
図６に示すように、フック用スイッチ４３によって論理回路５２に印加される入力電圧が
Ｈｉ状態を維持するので、オンボタン４５ａおよびオフボタン４５ｂの操作によって切り
替えられる操作スイッチ４７のオン／オフ状態に応じて照明装置３０のＬＥＤ光源（ＬＥ
Ｄ１）を点消灯させることができる。従って、作業者は、照明装置３０がフック２１に取
り付けられている場合には、従来と同様に、オンボタン４５ａおよびオフボタン４５ｂの
操作によって照明光源の点消灯制御を行うことが可能となる。
【００４８】
　一方で、照明装置３０の係合脚部３３ａ，３３ｂよりフック２１の軸部２３ａ，２３ｂ
が除かれて、係合突起３６が開口部３９より突出した状態となる場合には、フック用スイ
ッチ４３がオフに設定されて論理回路５２に印加される入力電圧がＬｏｗ状態を維持する
こととなる。この場合には、フック用スイッチ４３側の入力電圧がＬｏｗ状態であるため
、操作スイッチ４７のオン／オフ状態にかかわらず論理回路５２の出力電圧がＬｏｗ状態
となり、ＬＥＤ光源（ＬＥＤ１）を点灯させることができなくなる。
【００４９】
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　従って、作業者がＬＥＤ光源の消灯操作を行うことを忘れて（オフボタン４５ｂを押下
することを忘れて）照明装置３０をフック２１から取り外してしまった場合や、フック２
１から取り外された照明装置３０のオンボタン４５ａが意図せずに押下されてしまった場
合等であっても、ＬＥＤ光源（ＬＥＤ１）が消灯された状態を維持することとなる。この
ため、照明装置３０を取り外した場合には、照明光源を切り忘れたり、意図せずに操作ス
イッチ４７がオンになっても、照明装置３０が点灯してしまうことがなくなり、照明の継
続点灯による不要な電力消費を防止・抑制することが可能となる。
【００５０】
　特に、フック用スイッチ４３のオン／オフ切り替えは、係合突起３６の進退状態によっ
て行われるため、照明装置３０がフック２１に取り付けられているか否かに応じてフック
用スイッチ４３を迅速かつ確実に切り替えることが可能となる。また係合突起３６の進退
動作がフック２１との係合によって行われるため、簡易な構造によってフック用スイッチ
４３の操作を行うことが可能である。
【００５１】
　さらに、本発明に係る照明装置３０は、ケース３１の外面に弾性部材３２が設けられて
いるので、作業中に照明装置３０がフック２１から落下したり、建材等に接触してしまっ
た場合であっても、照明装置３０が破損・損傷する可能性を低減させることができる。ま
た、建材等に照明装置３０が接触してしまった場合であっても、建材に対する衝撃を弾性
部材３２によって緩和することができるので、キズ等が生じることを防止することが可能
となる。
【００５２】
　以上、本発明に係る照明装置および照明装置を備えた建築用の駆動工具について、図面
を用いて詳細に説明を行ったが、本発明に係る照明装置および駆動工具は上述した実施の
形態に示した内容に限定されるものではない。いわゆる当業者であれば、特許請求の範囲
に記載された範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであ
り、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属する。
【００５３】
　例えば、上述した実施の形態に係る照明装置３０には、論理回路５２が設けられている
ため、照明装置３０は、操作スイッチ４７がオフにされるか、または、フック用スイッチ
４３がオフにされることによって、ＬＥＤ光源（ＬＥＤ１）の消灯処理が実行される。こ
こで、この照明装置３０は、図６に示す回路図から明らかなように、操作スイッチ４７の
オフまたはフック用スイッチ４３のオフによってすぐにＬＥＤ光源の消灯が行われる構造
となっている。
【００５４】
　しかしながら、フック２１から照明装置３０が外されたときに、すぐにＬＥＤ光源（Ｌ
ＥＤ１）が消灯されてしまう場合に不都合が生じることもあり得る。例えば、照明が不十
分な環境において、照明装置３０が不意にフックから外れてしまった（例えば、落下して
しまった）場合等に、すぐに照明が消灯されてしまうと、外れた（落下した）照明装置が
どこにあるか判断しにくくなるという問題があった。
【００５５】
　そこで、例えば、照明装置３０に対してタイマ回路を設けることによって、照明装置３
０がフック２１から外れてしまった場合であっても、一定時間だけ照明を継続して点灯さ
せ、その後、自動的に消灯処理が行われるような構成とすることも可能である。
【００５６】
　図７は、図６に示す回路図に対してタイマ回路５５を追加した回路図である。タイマ回
路５５は、フック用スイッチ４３と論理回路５２との間に設けられている。タイマ回路５
５は、コンデンサＣ３（１００μＦ）と抵抗Ｒ８（１００ｋΩ）とダイオードＤ１とによ
って構成されており、フック用スイッチ４３がオフされた後であっても、コンデンサＣ３
の静電容量に応じて一定時間だけ論理回路５２へ電流を出力して、論理回路５２の入力電
圧をＨｉ状態に維持する。このコンデンサＣ３に蓄えられた静電容量により、ＬＥＤ光源
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（ＬＥＤ１）の消灯処理が、フック用スイッチ４３のオフから一定時間だけ遅れて行われ
ることとなる。
【００５７】
　なお、本実施の形態におけるコンデンサＣ３の静電容量を変更することによって、フッ
ク用スイッチ４３がオフされてからＬＥＤ光源（ＬＥＤ１）が消灯されるまでの時間を調
整することができる。この静電容量を適宜設定することによって、例えば、約１０秒間だ
け照明装置のＬＥＤ光源（ＬＥＤ１）を点灯させ続けたり、１０秒以上または１０秒未満
しか点灯させないように構成することも可能である。
【００５８】
　また、タイマ回路５５の設置位置は、必ずしも、フック用スイッチ４３と論理回路５２
との間のみに限定されるものではない。例えば、フック用スイッチ４３と論理回路５２と
の間ではなく、操作スイッチ４７と論理回路５２との間にタイマ回路５５を設けることに
よって、操作スイッチ４７がオフされてから一定時間経過後に照明を消灯させる構成とす
ることが可能である。
【００５９】
　さらに、タイマ回路５５を、フック用スイッチ４３と論理回路５２との間とフック用ス
イッチ４３と論理回路５２との間との２カ所に設置したり、または論理回路５２と照明部
５１との間に設置することによって、操作スイッチ４７がオフされた場合であっても、フ
ック用スイッチ４３がオフされた場合であっても、一定時間経過後に照明を消灯させる構
成とすることが可能となる。
【００６０】
　また、上述した実施の形態では、照明装置３０がフック２１に取り付けられているか否
かを判断する方法として、係合脚部３３ａの開口部３９から突出する係合突起３６の進退
状態に応じてフック用スイッチ４３が切り替えられる場合について説明を行ったが、係合
突起３６は必ずしも開口部３９から突出する構造に限定されるものではない。
【００６１】
　図８（ａ）は、係合突起５７が付勢バネ３８によって開口部３９方向へと付勢された場
合において、先端部５７ａが開口部３９と面一となる構成例を示している。このように構
成される係合突起５７を進退移動させるために、フック２１の軸部２３ａには、図８（ｂ
）に示すように、係合突起５７の先端部５７ａに係合する突起部５６が形成されている。
【００６２】
　係合脚部３３ａの凹部内にフック２１の軸部２３ａが案内されて、軸部２３ａの突起部
５６が開口部３９において係合突起５７に係合し、先端部５７ａを押圧した場合には、図
８（ｂ）に示すように、フック用スイッチ４３がオンに設定される。一方で、係合脚部３
３ａより軸部２３ａが除かれて、開口部３９と面一となる状態まで係合突起５７が戻った
（前進した）場合には、図８（ａ）に示すように、フック用スイッチ４３がオフに設定さ
れる。
【００６３】
　このように、フック２１の軸部２３ａに対して突起部５６を設け、この突起部５６が係
合突起５７を押下することによってフック用スイッチ４３の操作が行われる構造であって
も、本実施の形態で説明した照明装置３０と同様の効果を奏することが可能となる。
【００６４】
　さらに、上記実施の形態では、照明光源としてＬＥＤ光源（ＬＥＤ１）を用いた場合に
ついて説明を行ったが、照明光源はＬＥＤ光源に限定されるものではなく、例えば電球等
の他の光源を利用するものであってもよい。
【００６５】
　また、上述した実施の形態では、建築用の駆動工具の一例として、エアインパクトドラ
イバを用いて説明を行ったが、本発明に係る建築用の駆動工具はエアインパクトドライバ
に限定されるものではない。建築用の駆動工具は、工具先端に設置されるビットを回転駆
動等させる構造を備えた工具であれば、電動で駆動されるものであっても、圧縮空気を利
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用して駆動されるものであってもよく、またドライバ工具だけでなく、締め付け工具、打
ち込み工具、孔開け工具等の各種工具が本発明に係る建築用の駆動工具に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】実施の形態に係るエアインパクトドライバと照明装置とを示した外観側面図であ
る。
【図２】実施の形態に係るエアインパクトドライバと照明装置とを示した外観斜視図であ
る。
【図３】実施の形態に係る照明装置を示した図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は底面図
を示している。
【図４】図３（ｂ）に示す点線Ａ部分を拡大した係合突起の構成例を示した図であり、（
ａ）は係合突起が開口部より突出した状態を示し、（ｂ）は係合突起が後退した状態を示
している。
【図５】実施の形態に係る照明装置の各機能部の関係を示したブロック図である。
【図６】実施の形態に係る照明装置の回路構成を示した回路図である。
【図７】タイマ回路が設けられた照明装置の回路構成を示した回路図である。
【図８】図３（ｂ）に示す点線Ａ部分を拡大した係合突起の他の構成例であって、（ａ）
は係合突起が開口部と面一となる状態を示し、（ｂ）は係合突起が突起部に押下されて後
退した状態を示している。
【符号の説明】
【００６７】
１     …エアインパクトドライバ（駆動工具）
２     …本体部
３     …グリップ部
４     …エアプラグ
５     …ビットチャック
７     …ドライバビット
９     …トリガースイッチ
１０   …回転切替スイッチ
１２   …マフラ
１２ａ  …（マフラの）排気口
２０ａ、２０ｂ  …差込孔
２１   …フック
２２   …折曲部
２３ａ、２３ｂ  …軸部
３０   …照明装置
３１   …ケース（筐体ケース）
３１ａ  …（ケースの）上面
３１ｂ  …（ケースの）底面
３１ｃ  …（ケースの）正面
３２   …弾性部材
３３ａ、３３ｂ  …係合脚部
３４ａ  …（係合脚部の）凹部内壁
３６、５７   …係合突起（係合手段）
３６ａ、５７ａ  …（係合突起の）先端部
３７   …（係合突起に設けられる）係合突部
３８   …付勢バネ
３９   …（係合脚部の凹部内壁に形成される）開口部
４０   …（係合脚部の）円筒状空間
４１   …（円筒状空間内に設けられる）係合部
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４３   …フック用スイッチ（着脱検出手段）
４５ａ  …オンボタン（操作手段）
４５ｂ  …オフボタン（操作手段）
４７   …操作スイッチ（操作手段）
４８   …電池収納蓋
５０   …電池（電源手段）
５１   …照明部（照明手段）
５２   …論理回路（照明制御手段）
５５   …タイマ回路
５６   …（フックの軸部に設けられる）突起部
Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３   …コンデンサ
Ｄ１   …ダイオード
ＬＥＤ１   …ＬＥＤ光源
Ｑ１   …トランジスタ
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７、Ｒ８   …抵抗

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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